
ハローワークインターネットサービスの『事
業所の方』の一番下「求人者マイページ開設
（パスワード登録）」ボタンをクリック

求人者マイページアカウント登録画面が表示

メールアドレスを入力、プライバシーポリ
シーと利用規約に同意する

入力を確認し次へ進む

パスワード登録画面が表示

先ほどのメールアドレスにアカウント仮登録
完了通知メール（認証キー添付有り）が届く

パスワード登録画面に「新規パスワード」
「新規パスワード（確認用）」
「認証キー※完了通知メールに記載あり」を入力し、
完了ボタンを押す

トップページに戻り、ログイン
その後マイページ開通

「求人者マイページアカウント登録申し込
み」をダウンロード。必要項目を入力し、記
載してあるメールアドレスへ送るまたはハ
ローワークの窓口へ来所

ハローワークから作業完了のお知らせ

求人者マイページを開設する (その２)

求人者マイページを開設したい場合は、最初にハローワーク米沢にてメールアドレスの
登録するか「求人者マイページアカウント登録申し込み」をハローワーク米沢HPから
ダウンロードし、必要事項をハローワーク米沢のメールアドレスへ送ってもらう必要が
あります。
ハローワーク米沢にてメールアドレスを登録した後、求人者マイページでアカウント登
録を行います。

アカウントの追加について

メインとなるアカウントの他に、サブアカウントを10個追加することができます。
サブアカウントを貸与された方も求人作成が可能です。
アカウントの追加は求人者マイページ＞事業所情報＞各種設定から行ってください。


